
※住民税非課税世帯や生活保護受給世帯

　　〇下表のとおり、大学進学後には、まとまったお金が必要となります。

国及び本県の制度活用により低所得世帯(※)でも大学進学が可能

大学進学後の国・県の支援制度について

出典 学生生活調査(日本学生支援機構.令和2年度)

国公立大学(自宅外) 年額

実際にかかる
お金

奨学金等で
カバーできる
お金

授業料免除(注1)

(54万円)

※住民税非課税世帯の場合

私立大学(自宅外) 年額

実際にかかる
お金

奨学金等で
カバーできる
お金

授業料免除(注1)

(70万円)

県 進学支援金[注2]

(60万円)

※住民税非課税世帯の場合

＊ｰｰｰの部分は、大学による制度、　　の部分は、国・県の制度です。

注1　非課税に準ずる世帯の場合は、年収により、上記の2/3又は1/3

　 になります。
注2　大学卒業後、3年間和歌山県内居住・県内外就業すれば返還免除

　  となります。

国 給付奨学金[注1]

(91万円)

県 進学支援金[注2]

(60万円)

学費(58万円) 生活費(114万円)

国 給付奨学金[注1]

(80万円)

学費(132万円) 生活費(109万円)

＊給付奨学金の対象者は、大学の入学金・授業料が減免となります。

ｱﾙﾊﾞｲﾄ

(20万円)

返還免除条件
返還不要

返還免除条件

付き貸与(注2)
返還不要
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